
公 告 

 

制限付一般競争入札の実施について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の６の規定により、次のとおり公告します。 

  

   平成３０年３月９日 

  

石川県後期高齢者医療広域連合  

広域連合長  梶   文 秋 

  

 1 対象事業 

   （１）件  名 

       石川県後期高齢者医療広域連合電子複写機賃貸借業務 

   （２）納入場所 

       石川県後期高齢者医療広域連合事務所 他 

   （３）業務の仕様等 

       詳細は、仕様書による。 

  

 2 入札参加資格 

  下記の条件をすべて満たす者とします。 

   （１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

   （２）石川県の競争入札参加者名簿に登録されていること。 

   （３）本件入札に関わる参加申込締切日から契約締結日までの間において、石川県 

     及び石川県のいずれの市町においても入札に係る指名停止措置又は資格停止措 

     置を受けていないこと。 

   （４）本件公告日から過去２年間において、本件と同等又は類似の契約を国又は地 

     方公共団体と締結し、履行した実績を有すること。 

  

 3 参加申込 

  「制限付一般競争入札参加資格申請書」提出要領に従って、必要書類を提出すること。 

   （１）提出先及び問い合わせ先 

       石川県後期高齢者医療広域連合 事務局総務課 

       金沢市幸町１２番１号 石川県幸町庁舎５階 

       電 話：０７６－２２３－０１４０ 

       ＦＡＸ：０７６－２２３－０１４４ 

電子メール：post@ishikawa-kouiki.jp 

  

   （２） 提出期間 平成３０年３月２３日（金）午後５時まで 

            月曜日から金曜日までの平日（祝日を除く。） 

   （３） 提出時間 上記期間の午前９時から午後５時まで 



 4 仕様書の閲覧について 

  仕様書については、ホームページからダウンロードしてください。 

         

  

 5 仕様書に関する質問及び回答 

 期間・期日・期限 提 出 様 式 

質問の受付 
平成３０年３月１２日（月）から 

平成３０年３月２２日（木）まで 

様式自由 

（郵送の場合必着） 

回 答 
平成３０年３月１３日（火）から 

平成３０年３月２３日（金）まで 
ＦＡＸまたはＥ－Ｍａｉｌにて回答 

 

 6 入札執行場所及び日時等 

  石川県後期高齢者医療広域連合 会議室（金沢市幸町１２番１号 石川県幸町庁舎５階） 

    平成３０年４月６日（金）午後２時 

  

 7 積算内訳書の提出 

  入札時に入札金額に対応した積算内訳書を提出すること。 

  積算内訳書の様式は、ホームページからダウンロードしてください。 

  積算内訳書を提出しないときは、入札に参加できません。 

  

 8 契約手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限ります。 

  

 9 入札保証金 

石川県後期高齢者医療広域連合財務規則（平成１９年石川県後期高齢者医療広域連合規

則第１３号）第１１７条の規定により、入札参加者が入札書に記載する金額に、当該金額

の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、そ

の端数を切り捨てるものとする。）の１００分の８以上の入札保証金を入札書提出時に納付

しなければなりません。 

ただし、石川県後期高齢者医療広域連合財務規則第１１９条の各号のいずれかに該当す

る場合は、入札保証金の全部又は一部を免除します。 

 

10 契約保証金 

石川県後期高齢者医療広域連合財務規則第１３９条の規定により、契約金額の１００分

の１０以上を納付すること。 

ただし、石川県後期高齢者医療広域連合財務規則第１４１条の各号のいずれかに該当す

る場合は、契約保証金の全部又は一部を免除します。 

  

11 入札の方法 

本入札は総価入札であるため、入札書に記載する金額は総価とする。また、落札者の決定

に当たっては、入札書に記載された金額（以下「入札書記載金額」という。）の１００分の

８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１０

０に相当する金額を入札書に記載すること。 



12 落札者の決定方法 

落札候補者の入札参加資格を審査し、落札候補者が入札参加資格を有していると認めた

場合には、落札者として決定し、その旨を通知します。 

  

13 契約書の要否 

  要 

 

14 入札の無効 

（１）入札参加資格のない者が入札した場合 

（２）入札に参加しようとする者が協定して入札した場合、又は入札に際し不正の行

為があった場合 

（３）同一事項の入札に２つ以上入札した場合 

（４）他人の代理人を兼ね、二人以上の代理をした場合 

（５）入札者の記名押印がない場合、又は入札書の記載事項が不明確な場合 

（６）入札書の記載事項を訂正し、訂正事項に訂正印がない場合 

      （ただし、入札金額を訂正した場合は、訂正印を押しても無効とする。） 

   （７）再度入札に当たり、直前の入札の最低価格以上の入札をした場合 

   （８）同一入札に参加する複数の者が次に掲げる基準（以下「基準」という。）に該 

     当する場合は、基準に該当した者の入札は無効として取り扱います。ただし、 

     入札執行の完了に至るまでに基準に該当する事実が判明し、基準に該当する１ 

     者を除くすべてが入札を辞退した場合には、残る１者の入札は有効として取り 

     扱うものとします。 

      ①次に掲げる資本関係がある場合（子会社又は子会社の一方が更生会社又は 

      再生手続が存続中の会社である場合を除く。） 

       ア 親会社と子会社の関係にある場合 

       イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

      ②次に掲げる人的関係がある場合 

       ア 一方の会社の役員が、他方の役員を現に兼ねている場合（会社の一方が

更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。） 

       イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

      ③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

 

15 その他 

  （１）無効事項に該当する入札者は、再度入札に参加できません。 

  （２）再度入札は１回とします。（第１回を含めて２回） 

  （３）この公告及び詳細については、石川県後期高齢者医療広域連合総務課までお問い

合わせください。（電話：０７６－２２３－０１４０） 


